
今週の例会（2020年2月14日）

■ プログラム

■ 祝　誕生日
藤原　重行（15日）
山本　博章（15日）

・2月28日：卓話講師　
　　　　　  社会保険労務士　　細川　嘉則　様
「働き方改革を会社の発展と社員の幸せに活かすために」
・3月 6日：クラブフォーラム（クラブ奉仕部門）
・3月13日：卓話担当　西田　佳郎　会員

・2月21日：卓話担当　森口　和信　会員

特別卓話
大阪府議会議員　大橋　一功　様

■ 今後の予定

四つのテスト

■ 今月のロータリーソング
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ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020　ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー　泉大津ロータリークラブ（創立1956.5.4）

雪の降る夜は　　楽しいペチカ
ペチカ燃えろよ　お話しましょ
昔　　　　　　　昔よ
燃えろよ　　　　ペチカ

ペチカ
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Izumiotsu Rotary Club

週報　第3063回
会　長　中　　 透　副会長　上田 秀朗
幹　事　杉本 憲一　ＳＡＡ  瀧谷 　達

例会場　　ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
T E L　　 0725-20-1121
例会日時   毎週金曜日 12：30～13：30

泉大津ロータリークラブ

今月の歌

■ 次週のプログラム

■ 先週の例会
会長の時間

中　透　会長

などの対応の遅れで中国の発表でも感染者数は２
８０００人死者は６００名となっている。
　国内の反発が強いため、３日に習近平国家主席が
会議で初動の誤りをみとめました。国家主席が自分
の誤りを認めるようなことはあり得ないことです
が、それだけ新型肺炎の猛威が凄く人民の反発を抑
えられない状態なのだと思います。
　３５００人を乗せたクルーズ船でも１０人でコ
ロナウイルスが確認され更に１０名の感染者が追
加されました。チャーター便での日本人の救済後も
一時隔離する施設が無く千葉勝山の三日月ホテル
が安倍首相の依頼を受け引き受けましたが、誹謗中
傷に悩まされています。
　新型肺炎の治療法ですが、米医学誌「ニューイン
グランド・ジャーナル・オブ・メディシン」は先月
末米国初の感染者でエボラ出血熱治療薬の「レムデ
シビル」が効果があったと報告しています。タイ保
健省はタミフルとエイズ治療薬のロピナビルとリ
トナビルで半日後には動けるようになったと報告

「新型肺炎猛威」
　梅の開花の便りも聞かれるよ
うになりました。今年は例年より
１～２週間開花が早いようです。
　一方、武漢で始まった新型肺炎
（コロナウイルス）は初期の隔離

■ ニコニコ箱
・クラブフォーラム高寺さん、よろしくお願い
　します（中）
・高寺理事、本日のクラブフォーラムよろしく
　お願いします（杉本）
・高寺理事、クラブフォーラムよろしくお願い
　致します（瀧谷）
・孫が誕生しました（吉本）
・欠席のおわびです（寺田）
・早退のお詫び（丹農）
・早退のお詫び（藤原）
・早退のお詫び（原（眞））
・早退のお詫び（泉谷）

累計
ニコニコ箱合計

484,000円
24,000円

高寺（1/10理事役員会）
臼谷（2/7 理事役員会）

■ メークアップ

委員会報告

幹事報告　　　　   杉本　憲一　幹事

３月１４日（土）泉大津商工会議所青年部創立３
５周年記念講演
講師：パナソニック(株)前代表取締役社長
現特別顧問　大坪　文雄　氏
「今、世界で起こっていること」
お時間ございましたら是非ともご参加よろしく
お願い致します（瀧谷　達　会員）

〇ロータリーの友事務所より2020-21年度版　
　ロータリー手帳お買い上げのお願いです。
　１部定価600円+消費税。ご購入の方は事務局
　までお願い致します
〇本日例会終了後、理事役員会を開催致します

しています。
　中国科学院はエイズ治療薬のロピナビルとリ
トナビルとマラリアの治療薬のクロロキンが効
果を認めたと言っています。　これから人から人
への感染が続きと考えられ、１日から指定感染症
に認定されたので、強制的に要接触者は１４日の
観察期間動けなくなります。奈良のドライバーを
看た医療機関は１４日の休診を余儀なくされて
います。
　オリンピックへの影響が出なければ良いがと
懸念しています。
　皆様も自分の身は自分で守るため、石けんでの
十分な手洗いとうがいを励行してください。マス
クはした方が良いですが品不足で手に入らない
状態です。
　早く沈静化されることを期待します。

■ ビジター

■ 出席報告 会員数42名 出席免除0名

78.57％

月日 出席率出席数 欠席 補充

2/7 38名 4名 ― 90.48％

1/24 31名 11名 2名

なし

■ 祝　誕生日
寺田　敏也（13日）

　2008年のリーマンショックや地区の諸事情により、近年活動が停滞気味の国際奉仕で
すが、中々活動の具体化が進んでいません。出来るところからと考えていますが、手っ取
り早いのは国際大会の参加でしょうか？
　今年の世界大会は、ハワイのホノルルですから皆様も旅行で行かれていると思うので
見送りました。再来年はアメリカのヒューストンなので、個人的には参加したいと思い
ます。プランができればお知らせしますので、一緒に参加しませんか？
　その他の国際奉仕部門の活動は、以下の理由で実現が難しいので保留状態です。
　ロータリーの国際的活動は、①当クラブにとって語学的ハードルが高く、また申請が
煩雑なこと、②地区補助金は、ロータリー財団の3年前のクラブからの寄付額の1/4しか

「国際奉仕クラブフォーラム」先週のプログラム

国際奉仕担当理事
高 寺　壽
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1.  真実かどうか

2.  みんなに公平か

3.  好意と友情を深めるか

4.  みんなのためになるかどうか

四つのテスト

＝言動はこれに照らしてから＝

ロータリーの目的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基盤として奉仕の

理想を奨励し、これを育むことにある。

具体的には、次の各項を奨励することにある。

第1  知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

　    こと。 

第2  職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて

　　 価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として

　　 ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第3  ロータリアン一人一人が、個人として、また事業

　　 および 社会生活において、日々、奉仕の理念を実践

　　 すること。

第4  奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク

　　 を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。

でない(10万円弱)ことから、クラブにとって余りメ
リットがないと判断していますので、具体的な活動
は至っていません。
　ただ、今年度はグローバル補助金でスイスに留学
を希望する学生を１名奨学生として申請中です。合
格すれば、クラブでも支援をしたいと思います。
　最近、ロータリー財団には最小の寄付しかしてい
ません。理由は、ロータリー財団への寄付金は地区
の混乱が発生した頃に、①ロータリー財団の地区の
財源の減額やプログラムの変更などにより、寄付金
額の割にはクラブにメリットがないこと、②クラブ
が使い易い基金という考えから、クラブ内でプール
するためクラブ独自のグローバル基金を作りまし
た。この基金を利用して、市内在住の学生を英国に
留学させた実績もあります。
　今後もロータリークラブの活動として、有益な国
際奉仕活動を模索していきたいと考えています。

①中小企業診断士として本市に於いて活動を始め
　て既に20年を超えたが、これまで多くの中小事
　業所の皆様のお手伝いをさせていただいてきた
　が、取り分け感じるのがマンパワーの絶対的な
　不足からくる経営環境を考える際に必要な情報
　収集力の不足だ。その端的な表れが国や府・市
　等の様々なレベルで支援行政として実施される
　事業所への各種補助金制度の情報収集不足であ
　り、大規模な設備投資の際などに活用すること
　が可能な資金調達の一方法としての補助金の活
　用である。今回はこの補助金行政の骨格と共通
　ルールについて概要をお話ししたい。
②あらゆる階層で実施されているすべての補助金
　精度の運用上共通するのが、国の独立性の高い
　会計検査院による検査ルールが適用されるとい
　うことで、このルール解釈が基本の骨格と考え
　てよい。また補助金は何らかの事業主体となる
　行政部門が与えられている政策目的実現に資す
　る制度として設計される。したがって何よりそ
　うした各制度の持つ政策目的に対して、申請す
　る側の事業所が考えている事業の実施計画の方
　向が合致していなくてならない。

③さらにはそれを事業計画として作成し、場合に
　よってはプレゼンテーションをすることまで求
　められる。現行の中小企業基本法の施行以来、あ
　らゆる政策は事業所側にやる気があることを主
　体的に示していただくことによって選別支援す
　る選択的運用が基本となっていることをよく認
　識する必要がある。
④こうした共通ルールを踏まえた上で、事業実施
　期間、対象となる経費の種類・内容、清算払いの
　ために補助金が具体的に支払われる時期と助成
　率、等々について、詳細な知識を了解していただ
　かなくてはならない。個別具体的にはそれぞれ
　の制度を運用する事業主体に個々に確認しなく
　てはならない。以上のとおり、補助金の採択を受
　けるには、結構手間と知恵が必要になるし、クリ
　アしようとする各事業所の意欲を発揮されるこ
　とを、中小企業基本法は求めているということ
　もできるだろう。

卓話講師
大阪南河内地域活性化推進協議会
地域活性化コーディネーター
谷口　清志　様

2/7先週のプログラム


